シェアハウス定期建物賃貸借契約書

賃貸人●●●●（以下「甲」という。）と賃借人（以下「乙」という。）及び連帯保証人（以下「連帯保証人」という。）とは、契約要項記載の目的物について、以下のとおり借地借家法第３８条に定める契約の更新のない定期建物賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[契約要項]
​​
	建
物
の
表
示
	　名　　　称
	　●●●●

	
	　所　在　地
	　●●●●

	
	　用　　　途
	　●●●●

	
	構　造・規　模
	●●●●

	賃目
貸的
借物
の
	目的物の位置及び範囲
	　●●●●

	
	目的物の床面積
	　●●●●

	 
賃
貸
借
の
条
件
	　使　用　目　的
	　●●●●高校の生徒寮としての居住・
　利用

	
	　契　約　期　間
（契約終了の通知をすべき期間）
	　20XX年 X月X日から20XX年 X月X日
（20XX年X月XX日から20XX年X月XX日まで）

	
	賃　　　料
	　月額　金　●●●●円

	
	共　益　費
	　月額　金　●●●●円

	
	　敷　　金〔保　証　金〕　
	　●●●●円

	
	　賃料及び共益費の支払方法
	乙は、翌月分の賃料及び共益費を毎月
末日までに甲の指定する銀行口座に振
込むことにより支払う。
　振込手数料は乙の負担とする。

	
	　特　約　事　項
	　別紙に記載



(定期建物賃貸借）
第１条　甲および乙は、契約要項記載の建物（以下「本建物」という。）の契約要項記載の目的
物（以下「本物件」という。）について、借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を締
結する。

（使用目的）
第２条　使用目的は、契約要項記載のとおりとする。

(契約期間）
第３条  契約期間は要項記載のとおりとする。
　２ 本契約は前項の契約期間の満了により終了し、更新はないものとする。

（賃　料）
 第４条　賃料の額並びにその支払方法は、契約要項記載のとおりとする。ただし、１か月未満
の賃料は、日割計算とする。
 
 （共益費）
第５条　共益費の額並びにその支払方法は、契約要項記載のとおりとする。ただし、１か月未満の共益費は、日割計算とする。
２　共益費をもって充当する費用は、本建物の共用部分の維持管理に要する費用等とする。 

(賃料の改定)
第６条　賃貸借の期間中、賃料を改定しないこととし、借地借家法第32条の適用はないものと
する。 

（共益費の改定）
第７条　甲及び乙は、諸物価の高騰等、経済状況の変動により共益費の額が不相当となったときは、甲は乙と協議の上、共益費を改定することができる。

（敷　金）
第８条　敷金の額は、契約要項記載のとおりとし、乙は、契約締結と同時に、甲に預託するもの
とする。
　２　敷金には、利息を付さない。
　３　契約の期間中は、乙は、敷金をもって賃料その他の甲に対する一切の債務との相殺を主張することができない。
　４　乙に賃料その他本契約に基づく債務の不履行又は甲に対する損害賠償債務があるときは、甲は、敷金をこれに充当することができる。
　５　前項の規定により甲が敷金を乙の債務に充当したときは、乙は、遅滞なく敷金の不足額を補填しなければならない。
　６　本契約が終了したときは、乙が本契約に基づく原状回復義務を履行し本物件の明渡しを完了した後、乙の甲に対する本契約に基づく債務その他の一切の債務に充当した後の敷金の残額を、甲は乙に返還するものとする。
　７　乙は、敷金に関する債権を第三者に譲渡し、又は債務の担保に供してはならない。

（債務延滞損害金）
第９条　乙が賃料、共益費その他の債務の支払いを遅延したときは、甲は、延滞金額に対し、日
歩４銭（年利１４．６パーセント相当）の割合による損害金を乙に請求することができる。
　２　前項の損害金の支払いは、本契約に基づく甲の契約解除権の行使を妨げるものではない。

（賃借権の譲渡等の禁止）
第１０条　乙は、本契約にもとづく一切の権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
　２　乙は、有償無償に拘らず、本物件を他人に転貸してはならない。
　３　乙は、甲の書面による承諾を得ることなく本物件内に他人を同居させ、又は乙以外の在室名義を表示してはならない。

（善管注意義務）
第１１条　乙は、本物件及び本建物を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
　２　乙は共同生活の自覚を持ち、思いやりを持った言動を心がけるものとする。

（管理規則の遵守）
第１２条　乙は、本物件及び本建物の使用に当たり、甲の定める寮則（甲が寮則を変更
した場合の変更後の寮則を含む。）を遵守するものとする。

（損害賠償責任）
第１３条　乙又はその代理人、使用人、請負人（以下「乙等」という。）の故意又は過失によ
り、本物件、本建物及び甲所有の諸造作、設備等に生じた一切の損害は、乙が賠償する。
　２　本建物において、乙等が故意又は過失により第三者に損害を与えた場合には、乙は、その損害を賠償する責を負う。

（諸造作、設備工事等）
第１４条　乙は、諸造作、設備等の新設、付加、除去、改造、修繕その他本物件の原状の変更を
希望する場合、事前に、甲の承諾を得なければならない。
　２　前項の場合において、その工事の施工者は甲が指定するものとする。
　３　第１項の工事に要する費用は、乙の負担とする。
　４　乙の費用により新設又は付加した諸造作、設備等に賦課される公租公課は、宛名名義の如何に拘らず乙の負担とする。

（修　繕）
第１５条　本物件の維持保全に必要な修繕箇所が生じたときは、乙は速やかにその旨を甲に通知
しなければならない。
　２　前項の通知により甲が必要と認めた修繕については、甲がその費用を負担して実施するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により必要となった修繕若しくは乙所有の諸造作、設備等（リースによる場合も含む。以下同じ。）に対する修繕は、乙が費用を負担するものとする。

（立入り、点検等）
第１６条　甲又は甲の指定する者は、本物件又は本建物の維持管理その他業務運営上必要がある
ときは、事前に乙に通知した上で、本物件に立ち入り、点検を行い、適宜の措置を講ずることができる。ただし、緊急を要する場合において事前に乙に通知することができないときは、乙に通知することを要せず本物件内に立ち入ることができるものとする。なお、この場合甲は事後速やかに乙に対してその旨を報告するものとする。
　２　前項の立入り、点検等について、乙は、甲に協力するものとする。

（免　責）
第１７条　甲が必要と認める本物件及び本建物の諸造作・設備等の新設・改造、修繕及び管理業
務を行うことにより乙に損害が生じても、甲はその損害賠償の責を負わないものとする。ただし、甲の故意又は過失による損害についてはこの限りではない。
　２　地震・火災・風水害等の事由、停電・漏水事故等の事由及び盗難・紛失等の事由により、乙に損害が生じた場合は、甲は故意又は重過失がない限りその責を負わないものとする。
　３　甲の重過失により乙に前項に定める損害が生じた場合は、甲は賃料の３か月相当額を上限としてその損害を賠償する責を負う。

（契約期間内の解約）
第１８条　乙は、期間の途中であっても甲に対して解約日の１か月前までに書面で解約の申し入
れを行うことにより、本契約を解除することができる。
　２　前項の解約の申し入れは、それぞれ相手方の承諾なくして撤回または取り消すことはできない
　３　第１項の規定にかかわらず賃借人は、３０日分の賃料相当額を賃貸人に支払うことにより、即時に本契約を解除することができる。

（契約の解除）
第１９条　甲は、乙が次の各号の一に該当する場合には、何等の催告なしに、本契約を解除する
ことができる。
　一　賃料、共益費を約定どおり支払わなかったとき
　二　本契約又は管理規則若しくはこれらに付随して締結した契約の各条の一に違反したとき
三　甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
　２　前項の理由により本契約が解除された場合、乙は第18条に定める金銭を支払うほか、違約金として、賃料及び共益費の合計額の３か月相当額を甲に支払うものとする。ただし、契約解除により甲が被った損害について、甲が乙に対し損害賠償を請求することを妨げないものとする。

（本建物の滅失等による本契約の終了）
第２０条　天災その他当事者の責によらない事由により、本建物の全部又は一部が滅失し、又は
破損し、本契約の目的を達することが不可能となったときは、本契約は当然に終了する。

（明渡し）
第２１条　賃貸借期間の満了、解約、解除その他の事由により、本契約が終了したときは、乙
は、次の各号の定めるところにより、本物件を明渡すものとする。
　一　乙は、本物件を引渡当初の原状に復して甲に明渡す。ただし、本契約の終了日前に、原状回復の方法に関し、甲乙間に合意がなされたときは、その合意に従う。原状回復は、甲又は甲の指定する者が実施し、その費用は乙が負担する。
　二　本契約終了時に、本物件内又は本建物内に残置された乙の所有物があるときは、乙がその時点でこれを放棄したものとみなし、甲は、これを任意に処分し、その処分に要した費用を乙に請求することができる。
　２　本契約終了と同時に、乙が本物件を明渡さないときは、乙は、本契約終了の翌日から明渡
　しが完了するまでの賃料及び共益費相当額を甲に支払い、かつ、明渡し遅延に
　より甲が被った損害を賠償しなければならない。
　３　乙は、本物件の明渡しに際し、その事由、名目の如何を問わず、設備等に支出した費用の
　償還又は立退料、移転料、権利金等一切の金銭の請求を行わない。

（合意管轄）
第２２条　甲、乙（及び連帯保証人）は、本契約及び本物件に関する訴訟については、佐賀地方
裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。

（準拠法）
第２３条　本契約の成立、効力、履行及び解釈については、日本国法に準拠する。

（連帯保証人）
第２４条
　連帯保証人は、本契約に基づき、乙が負担する一切の債務について、極度額を100万円として、連帯して保証する

（信義則）
第２４条　甲、乙（及び連帯保証人）は、本契約の各条項を誠実に履行するものとし、本契約に
規定のない事項及び本契約の条項について疑義が生じた事項に関しては、民法その他の法令及び慣習に従い、誠意をもって協議し、その解決に当たるものとする。


（特約事項）
・乙は入居時に借家人賠償責任保険に加入することとし、契約日より1ヶ月以内に、当該保険証書の写しを甲に提出することとする。
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]・賃借料等の振り込みに際し、生じる振込手数料は借主の負担とする。
・本物件は老朽化が著しく、建物の部材、設備等に経年変化による劣化が見られる。借主はこれを承諾したうえで本物件を借り受けるものとし、雨漏りやサッシの不具合など賃貸借契約締結の目的が達せられない場合を除き、建物の修繕要望を申し出ないものとする。
・借主は本物件に付加した造作について、貸主に買取請求を行うことはできないものとする。
・本契約及び管理規則に定めのない事柄であっても、借主が近隣住民への迷惑行為を継続して行った場合、または貸主の助言に従わず近隣住民とのトラブルを解決できない場合には、貸主は催告の上、本契約を解除できるものとする。

本契約の成立を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙、連帯保証人は署名捺印の上、甲、乙、各１通を保有する。





　　　　　年　　月　　日


　　　　　　賃貸人（甲）　
住所　
名前									印	
　
　　　　　　賃借人（乙）　　
住所　
名前　　　　　　　　　　　　	法定代理人親権者	　　　　　　	印

　　　　　　連帯保証人
住所　
名前　									印


